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     午前９時５５分 開会 

○委員長（小野寺美穂） 出席委員は定足数に達しておりますので、委員会条

例第14条の規定により委員会は成立いたしました。 

 ただいまから民生教育常任委員会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付の委員会次第書のとおりであります。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 委員会条例第19条の規定により担当部課長の出席を求めていますので、報告

いたします。 

また、本日の会議に係る資料を、お手元に配付しておきましたので、御了承

願います。 

 これをもって諸般の報告を終わります。 

 それでは、付議事件の（１）所管事務調査及び議案関連事業箇所現地調査に

ついてを議題といたします。 

 これより地域子育て支援拠点施設整備事業について調査を行います。 

 この際、調査の進め方について申し上げます。 

 初めに、執行部より説明をいただきます。説明終了後、委員各位より執行部

に対する質疑をお受けいたします。 

 それでは、執行部より説明をお願いいたします。こども支援課長。 

○こども支援課長（加藤公一） 地域子育て支援拠点施設整備事業について御

説明させていただきます。 

 イオンモール名取において現在店舗の増改築を進めておりますが、その一画

を賃貸借して地域子育て支援拠点施設として整備するものです。 

資料をごらんください。１ページにある実施場所については、２ページの位

置図をごらんください。場所はイオンモール名取の３階東側で、現在はダイソ

ーや携帯ショップがあるあたりとなります。マーカーで印した所を改修して、

今回の子育て支援事業を実施したいと考えております。 

もう一枚の資料をごらんください。こちらが位置図となります。敷地面積は

約42坪、約137平方メートルとなります。マーカーで記した左側には、尚絅学

院大学の生涯学習センターが入る予定です。 
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事業開始時期ですが、平成31年４月のイオンモール名取のリニューアルオー

プンにあわせて事業をスタートしたいと考えております。 

施設では未就学児親子が集い、交流や子育てに関する情報交換、情報発信、

相談等ができ、そして子供が遊べる施設を整備したいと考えております。具体

的には、親子で訪れて、子供を遊ばせながら、子育てしている親同士が会話を

楽しんだり、子育ての情報を交換したり、市や子育て支援団体等の情報誌を置

き情報を発信したり、子育てに悩んでいる親の相談に応じたりしていく事業を

実施する施設となります。 

市内では増田・下増田・那智が丘児童センター、高舘あおぞら保育園、本郷

小規模保育所で、子育て広場・子育てサロンという形でこのような事業を実施

しています。今回、集客能力が高いイオンモール名取の中に、子育て支援拠点

施設を整備することにより、今後は他の施設と連携協力しながら、本市の子育

て支援事業を推進していきたいと考えております。 

なお、地域子育て支援拠点事業は、児童福祉法第６条の３第３項に規定され

ており、乳児又は幼児及びその保護者が、相互の交流を行う場所を開設したり

子育てについての相談・情報提供・助言その他の支援を行う事業となっており

ます。 

次に６月補正の内容について説明いたします。設計委託料、負担金補助及び

交付金、債務負担行為の３点です。まず設計委託料ですが、施設の内装工事は

テナントを借用する側が設計し工事をすることになります。よって地域子育て

支援拠点施設として使用するための設計を行うものです。内容的には乳児・幼

児それぞれの遊びの広場、相談室、おむつ交換スペース、手洗い場、事務室な

どの間取りの設計を行うものです。負担金補助及び交付金は、今回のイオンモ

ール名取の増床改築費用について建物賃貸借面積分、約42坪分の工事負担金を

負担するものです。内容は共通内装工事・内装管理費などです。債務負担行為

は、建物賃貸借は6年となっており、平成31年から平成36年までの期間につい

て債務負担を設定するものです。なお平成30年度に契約締結をする必要がある

ことから、始期を平成30年度としているところです。 

○委員長（小野寺美穂） ありがとうございました。 

 それでは、ただいま説明のありました地域子育て支援拠点施設整備事業につ
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いてお聞きしたい事項、確認したい事項があればお伺いいたします。 

 休憩をして進めてまいります。 

 暫時休憩いたします。 

     午前１０時 休憩 

                                    

     午前１０時２３分 再開 

○委員長（小野寺美穂） 再開いたします。 

 以上で、執行部からの聞き取り調査を終了いたします。執行部の皆さん、大

変ありがとうございました。 

 以上で本日の付議事件は全て終了いたしました。 

 なお、次回委員会の招集通知は改めて行いません。６月18日月曜日、午前10

時から開催いたしますので、議員協議会室に御参集いただきますようお願いい

たします。 

 本日の委員会はこれにて散会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

     午前１０時２４分 散会 

 

平成３０年６月１１日 

 民生教育常任委員会 

  委員長 小野寺 美穂 


